
令
和
元
年
五
月
二
十
日
提
出

質
問
第
一
七
六
号

二
〇
一
九
年
版
外
交
青
書
に
お
け
る
北
方
領
土
の
記
載
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

源

馬

謙

太

郎
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二
〇
一
九
年
版
外
交
青
書
に
お
け
る
北
方
領
土
の
記
載
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
月
閣
議
で
報
告
さ
れ
た
と
さ
れ
る
二
〇
一
九
年
版
外
交
青
書
に
お
い
て
、
北
方
領
土
は
日
本
に
帰
属
す
る
、
と
の
表
現
が

削
除
さ
れ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
外
交
青
書
に
お
い
て
、
一
九
五
七
年
以
降
継
続
的
に
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
九
年

か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
は
必
ず
「
北
方
領
土
は
日
本
固
有
の
領
土
」
あ
る
い
は
「
北
方
四
島
は
日
本
に
帰
属
す
る
」
と
明
記
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。

一

今
年
の
外
交
青
書
で
、
こ
れ
ま
で
継
続
的
に
明
記
し
て
き
た
「
北
方
四
島
は
日
本
に
帰
属
す
る
」
と
の
表
現
を
削
除
し
た

の
は
な
ぜ
か
。

二

今
年
の
外
交
青
書
に
お
い
て
、
「
北
方
四
島
は
日
本
に
帰
属
す
る
」
と
の
表
現
を
削
除
し
た
の
は
外
務
大
臣
の
判
断
か
。

三

外
務
大
臣
の
判
断
で
な
い
場
合
、
誰
が
決
定
し
た
の
か
。

四

北
方
領
土
に
関
す
る
「
北
方
四
島
は
日
本
に
帰
属
す
る
」
と
し
て
き
た
日
本
の
立
場
、
認
識
は
変
わ
っ
た
の
か
。

五

国
後
島
お
よ
び
択
捉
島
、
歯
舞
群
島
お
よ
び
色
丹
島
の
北
方
四
島
は
日
本
に
帰
属
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


